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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月17日(2010.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧＢＡ２阻害剤を含む嚢胞性線維症の治療用薬剤であって、該阻害剤が、Ｎ－［５’－
（アダマンタン－１’－イル－メトキシ）－ペンタン］－１－デオキシノジリマイシン、
Ｎ－［５’－（アダマンタン－１’－イル－メトキシ）－ペンタン］－Ｌ－イド－１－デ
オキシノジリマイシン、Ｎ－［５’－ネオペンチルオキシ－ペンタン］－１－デオキシノ
ジリマイシン及びＮ－［５’－ネオペンチルオキシ－ペンタン］－Ｌ－イド－１－デオキ
シノジリマイシンから選択される、上記薬剤。
【請求項２】
　前記阻害剤がＮ－［５’－（アダマンタン－１’－イル－メトキシ）－ペンタン］－１
－デオキシノジリマイシンである請求項１記載の薬剤。
【請求項３】
　アルキルが、４個～１２個の炭素原子を有するアルキレン基を意味する、Ｎ－［５’－
ネオペンチルオキシ－アルキル］－１－デオキシノジリマイシン又はＮ－［５’－ネオペ
ンチルオキシ－アルキル］－Ｌ－イド－１－デオキシノジリマイシン。
【請求項４】
　請求項３記載の化合物及び薬学的に許容可能な担体を含む薬剤組成物。
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